
 会員各位  殿

令和3年11月12日

西尾労働基準協会

１.変更内容

◇契機

◇目的 会員及び協会　双方の事務工数効率化

◇納入回数

2020年４月コロナ感染対策としてのペーパーレス化を目的に
紙面から、リニューアルしての協会HPへ　会報掲載を変更

『協賛広告費納入』
従来３回/年から来年度より１回/年納入への変更についてのお願い

４月

会費

７月

紙面

広告

１月

紙面

広告

従来は年３回納入 ３回の事務工数
【恒久】来年度２０２２年より

年１回納入

４月

会費・協賛広告費
＊納入月は会員に

よって異なります

【暫定】本年度２０２１年は

年間通し協賛広告費（従来の8月、１月分）を１２月に納入願います

協会より会員様に請求書を郵送させて頂きます


